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1

【４　業務内容について】
　（２）会場撤去のうち、「午後３時から午後３時30分までにイベン
ト前の状態に回復すること。」とありますが、屋内・屋外ともにで
しょうか？
　また、屋外の場合ですと30分でのすべての撤去が難しいと考えてお
りますが、時間延長は可能でしょうか？

会場撤去していただくのは、基本的には仕様書別図の屋外に持ち込みいただいた
物品となります。
午後３時から午後３時30分までの作業でお願いします。

2

【９　契約金額について】
　お見積提出後の金額変更（貴施設が所有しない機材・装置・備品が
発生した場合の追加対応等）は可能と考えてよろしいでしょうか？
　また、金額変更が可能であった場合、追加の判断については、弊社
にて一任頂く形で良いでしょうか？

仕様書別表「設置品目一覧表（概数）」の数量変更があった場合に金額変更が可
能となるため、施設で所有している機材で対応いただくようお願いします。
また、追加の判断は発注者との協議の上決定します。
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